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厚生労働令和元年医師の勤
務実態調査＜概要＞抜粋



日本の医療を取り巻く状況は…

高齢者の増加に伴う

医療需要の高まり

患者さんの
生活や健康状態に合わせた

総合的な医療の提供

生活習慣病・悪性腫瘍治療を
中心とする

医療ニーズの変化

我が国の医療と医師の働き方

厚生労働省「いきいき働く医療機関サポートWeb」より



厚生労働省令和２年度
医療政策研究会資料抜粋

厚生労働省「第６回地域医療構想及び医師確保計画
に関するワーキンググループ参考資料１」より



厚生労働省令和２年度
医療政策研究会資料抜粋

女性医師数の年次推移（医師・歯科医師・薬剤師統計より）

年度別 平成20年 平成22年 平成24年 平成26年 平成28年 平成30年 令和２年

全国

医師総数 271,897 280,431 288,850 296,845 304,759 311,963 323,700

女性医師数 49,113 53,002 56,689 60,495 64,305 68,296 73,822

女性医師割合 18.1% 18.9% 19.6% 20.4% 21.1% 21.9% 22.8%

愛媛県

医師総数 3,384 3,376 3,454 3,548 3,609 3,640 3,693

女性医師数 489 498 540 580 628 662 699

女性医師割合 14.5% 14.8% 15.6% 16.3% 17.4% 18.2% 18.9%

医師の年齢階層別女性比率（令和２年度 医師・歯科医師・薬剤師統計調査）

年齢別 ～29歳 30～39 40～49 50～59 60～69 70歳～ 全体

女性割合（全国） 15.5% 28.0% 25.8% 17.2% 9.0% 4.5% 100.0%

女性割合（愛媛） 15.6% 27.3% 24.0% 19.2% 9.6% 4.3% 100.0%

全国と愛媛県の女性医師の状況比較



地域に必要とされる医療を持続的に提供できる社会
の実現が必要となってきます。

・・・・・ ・・ ・・・

我が国の医療と医師の働き方

今後、こうした医療を取り巻く状況の変化が見込まれる中で、

厚生労働省「いきいき働く医療機関サポートWeb」より



医師の働き方改革を進めることは

医師・患者さんの双方にとって重要なことです。

医師にとってのメリット

・勤務間インターバルの確保により
必要な休息がとれる。
（宿直明けは昼までに帰宅できる）

・タスクシフト／シェアの推進により、
医師でなければできない仕事に集中
できる

我が国の医療と医師の働き方

患者さんにとってのメリット

・さらに安心・安全な医療が受けられる

・質の高い医療が受けられる

医師の健康が確保されることで…
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厚生労働省「いきいき働く医療機関サポートWeb」より



目 次

1. 我が国の医療と医師の働き方

2. 制度の基本について～基本的な労働法制～

3. 制度の基本について～医師の特別則～

4. 制度の基本について～医師の健康を守る働き方～

5. タスク・シフト/シェア

6. 地域医療を守るために



医師も労働者であり、

労働基準法が適用されます。
※雇用されている勤務医の場合

基本的な労働法制について

厚生労働省「いきいき働く医療機関サポートWeb」より



診療前の準備や後処理（診療前後のカルテ確認、申し送り等）の時間も労働時間にあたります。

労働時間とは、

使用者（※）の 指揮命令下に置かれている時間
のことです。

基本的な労働法制について

※使用者 … 労働条件の決定、労務管理、業務における指揮命令などを行う立場にある人
（所属医療機関の院長等に限らずこれらの立場にある診療科長等を含む。）

厚生労働省「いきいき働く医療機関サポートWeb」より



宿直中の手待ち時間も、

原則は労働時間になります。

※許可の範囲で労働時間に関する規定の適用がなくなりますが、
許可を受けた宿日直中に通常の勤務時間と同様の業務に従事する
時間については、許可の効果が及ばず、労働基準法の適用があります。

医療機関が労働基準監督署による宿日直許可を

受けている場合は、その宿日直に携わる時間は

規制の対象となる労働時間には含まれません（※）。

宿直は労働時間に含まれるのでしょうか？

詳しくいうと…

宿日直許可について

厚生労働省「いきいき働く医療機関サポートWeb」より



在院時間が全て労働時間になるわけではなく、

使用者の指揮命令下に置かれているか
によって判断されます。

上司等の明示・黙示の指示によって行われるものは、

労働時間に該当することになります。

研鑽は労働時間に含まれるのでしょうか？

研鑽について

厚生労働省「いきいき働く医療機関サポートWeb」より
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医師の働き方改革の議論の進捗

2024.4
(R6.4)

2023.4
(R5.4)

2022.4
(R4.4)

2021.4
(R3.4)

2020.4
(R2.4)

2019.4
(H31.4)

2018.4
(H30.4)

2017.4
(H29.4)

2016.4
(H28.4)

「働き方改革実行計画」
（2017年３月28日)

働き方改革実現会議決定

※「医師については、時間外労働規制の対象とするが（中略）改
正法の施行期日（※平成31年４月１日）の５年後を目途に規制を
適用することとし、医療界の参加の下で検討の場を設け、質の高
い新たな医療と医療現場の新たな働き方の実現を目指し、２年後
を目途に規制の具体的な在り方、労働時間の短縮策等について検
討し、結論を得る。」

働き方改革を推進するための
関係法律の整備に関する法律

（2018年７月６日公布）

大企業：2019.4施行 中小企業：2020.4施行

2017.8

医師の働き方改革に関する
検討会（全22回）

2019.3

報告書
とりまとめ

2019.7

医師の働き方改革の推進に関する
検討会（これまでに17回）

2020.12

良質かつ適切な医療を
効率的に提供する体制
の確保を推進するため
の医療法等の一部を改
正する法律
（2021年5月28日公布）

（
引
き
続
き
詳
細

論
点
を
議
論
）

施
行
ま
で
約
半
年

医師：2024.4施行

中間
とりまとめ

2019.10 2020.12

医師の働き方改革を進めるためのタスク・
シフト／シェアの推進に関する検討会

議論の整理

関係政省令等の公布
（2022年1月19日公布）
一部施行（R4.2,4）

厚生労働省作成
（一部改変）



医師の労働時間の特別則

2024年４月、新しい医師の働き方の
ルールが始まります！

地域医療を守るため
の医師の労働時間の
特別ルール

長時間勤務の中でも
勤務医の健康を守る
ためのルール

厚生労働省「いきいき働く医療機関サポートWeb」より



診療に従事する医師は、時間外・休日労働時間の上限時間について、
以下のいずれかの水準が適用されます。

水準 長時間労働が必要な理由 年の上限時間

A水準 （臨時的に長時間労働が必要な場合の原則的な水準） 960時間

連携B水準
地域医療の確保のため、派遣先の労働時間を通算する

と長時間労働となるため
1,860時間

(各院では960時間)

B水準 地域医療の確保のため 1,860時間

C-1水準 臨床研修・専攻医の研修のため 1,860時間

C-2水準 高度な技能の修得のため 1,860時間

※月100時間未満の上限もあります（面接指導の実施による例外あり）。

複数の医療機関で勤務する場合は、労働時間を通算して計算する必要があります。

医師の健康を守る働き方

厚生労働省「いきいき働く医療機関サポートWeb」より



時間外・休日労働時間の上限：

年間 960 時間

年間960時間は上限であり、その労働時間を
義務化するものではありません。

全ての勤務医に対して、

A水準・・・・
原則的に適用される

医師の労働時間の特別則

厚生労働省「いきいき働く医療機関サポートWeb」より



地域医療の確保のため、
本務以外の副業・兼業として

派遣される際に適用される

時間外・休日労働時間の上限：

年間 1,860 時間

月間100時間未満 / 年間1860時間は上限であり、
その労働時間を義務化するものではありません。

・・・・・・ 連携B水準

医師の労働時間の特別則

厚生労働省「いきいき働く医療機関サポートWeb」より



B水準
地域医療の確保のため、

自院内で長時間労働が必要な場合
・・・・・・・・・・・・・・・

時間外・休日労働時間の上限：

年間 1,860 時間

月間100時間未満 / 年間1860時間は上限であり、
その労働時間を義務化するものではありません。

に適用される

救急医療や
高度な癌治療など

医師の労働時間の特別則

厚生労働省「いきいき働く医療機関サポートWeb」より



時間外・休日労働時間の上限：

年間 1,860 時間

月間100時間未満 / 年間1860時間は上限であり、
その労働時間を義務化するものではありません。

臨床研修医/専攻医の研修のため
・・・・・ ・・・・・・・・・

医療機関ごとに
各プログラムにおいて
想定される上限時間数が

明示されます。

明示された時間数と
適用される水準を確認し、
自分に合った研修病院を
選択しましょう。

C-1水準に長時間労働が必要な場合に

適用される

医師の労働時間の特別則

厚生労働省「いきいき働く医療機関サポートWeb」より



時間外・休日労働時間の上限：

年間 1,860 時間

月間100時間未満 / 年間1860時間は上限であり、
その労働時間を義務化するものではありません。

C-2水準
専攻医を卒業した医師の
・ ・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・ ・

技能研修のために
・ ・ ・ ・・ ・ ・

長時間労働が必要な場合に適用される

医師の労働時間の特別則

厚生労働省「いきいき働く医療機関サポートWeb」より



A 水準 A 水準

A 水準

B 水準B 水準

B,C-1,C-2 水準指定

C-1 水準

C-2 水準

B水準指定

※医療機関が都道府県に水準の指定申請をします。
※指定を受けた場合でも、医療機関の医師全員が連携B・B・C水準となるわけではありません。

A 水準

B 水準

C-2 水準

医師の労働時間の特別則

厚生労働省「いきいき働く医療機関サポートWeb」より
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2024年４月、新しい医師の働き方の
ルールが始まります！

地域医療を守るため
の医師の労働時間の
特別ルール

長時間勤務の中でも
勤務医の健康を守る
ためのルール

医師の健康を守る働き方の新ルール

厚生労働省「いきいき働く医療機関サポートWeb」より



勤務医の健康を守るための新ルール

医師への面接指導のルールが
新しく設けられます。

長時間勤務時にも適切な休息を確保
するためのルールが設けられます。

（勤務間インターバル）

医師の健康を守る働き方の新ルール

厚生労働省「いきいき働く医療機関サポートWeb」より



時間外・休日労働が月100時間以上となることが

見込まれる医師には、面接指導が実施されます。

※ 必要と認められる場合は、就業上の措置が講じられます。

医師の健康を守る働き方の新ルール

厚生労働省「いきいき働く医療機関サポートWeb」より



十分な休息時間（睡眠時間）を確保するため、

医師の勤務間のインターバルのルールが設定されます。

※ 休息時間を細切れにとることは認められません。

連続した休息時間を確保し、

仕事から離れることが、

心と体の健康のためには重要です。

医師の健康を守る働き方の新ルール

厚生労働省「いきいき働く医療機関サポートWeb」より



勤務間インターバルが確保された状態の働き方のイメージ

日勤

始業 終業

休息

始業

9時間
インターバル

AM PM 翌日AM

日勤

24時間

※ 始業・終業の時間はいずれも事前に予定されたもの。
医師の健康を守る働き方の新ルール

厚生労働省「いきいき働く医療機関サポートWeb」より



勤務間インターバルが確保された状態の働き方のイメージ

日勤

始業 始業

18時間
インターバル

AM 翌々日AM

日勤

46時間

宿直明け業務
の終了

翌日PM

宿直 午前勤 休息

※ 始業・終業の時間はいずれも事前に予定されたもの。
医師の健康を守る働き方の新ルール

厚生労働省「いきいき働く医療機関サポートWeb」より



休息中でも、緊急の業務が発生した場合は対応が可能です。
このような場合には、代償休息が与えられます。

この3時間分の代償休息は翌月末までに与えられます。

インターバル中に

3時間の緊急対応が発生

日勤

緊急の業務

休息

AM PM 翌日AM翌日AM

日勤

9時間のインターバル予定

医師の健康を守る働き方の新ルール

厚生労働省「いきいき働く医療機関サポートWeb」より
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専門性を活かした効率化が進めば、

より質の高い医療提供にもつながります。

すべての医療専門職が、それぞれの専門性を活かし、

パフォーマンスを最大化することが大切です。

タスク・シフト
/ シェア

話し合い / 勉強会
を経て連携強化

タスク・シフト/シェア

厚生労働省「いきいき働く医療機関サポートWeb」より



特定行為研修を受けた看護師は、手順書により、

医師の判断を待たずに特定行為を実施することができます。

38の特定行為が

認められています
特定行為研修終了者

は年々増加しています

※特定行為とは、診療の補助のうち、行為・判断の難易度が共に相対的に高い、
法令で定める38行為を指します。

タスク・シフト/シェア

厚生労働省「いきいき働く医療機関サポートWeb」より



特定行為研修修了者以外にも、

多職種のタスク・シフト／シェアが進んでいます。

病棟や外来での
採血業務

病棟や手術室での
薬剤の管理

薬物療法に関する説明

診断書等の書類の下書き
症例データの登録
患者さんの搬送

タスク・シフト/シェア

臨床検査技師

薬剤師

医師事務作業補助者等

たとえば･･･

厚生労働省「いきいき働く医療機関サポートWeb」より
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医師の働き方改革

「労働時間の上限規制」だけではない

医師の健康を確保するとともに、
地域医療（圏域、全県）を守る

医療者だけでなく、県民を含め、
医療の在り方を考える必要性



医療機関（医療資源）の適切な利用
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ご清聴ありがとうございました


